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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、バイオマス燃焼ボイラの火炉
のボトムホッパに堆積したバイオマス未燃分を減少させ
て、ボイラの安全性と燃焼効率を共に向上させるバイオ
マス燃焼ボイラを提供する。
【解決手段】バイオマスを燃料として燃焼し、燃焼によ
り発生した熱で蒸気を発生させるバイオマス燃焼ボイラ
であって、ボイラの火炉上部には燃焼により発生した熱
を蒸気に伝える伝熱管が設けられており、ボイラの火炉
底部にはボトムホッパを有し、ボイラの火炉下部にはバ
イオマスを燃焼させる多段のバーナが設置され、前記多
段のバーナの最下段バーナよりも低い位置の火炉壁面に
開口部を設け、流体を噴霧する噴射口を備えた流体噴霧
装置を前記開口部から火炉内へ挿入可能に設置し、前記
流体噴霧装置から火炉の底部のボトムホッパに向けて不
燃性の流体を噴霧するように構成した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石炭とバイオマス、またはバイオマスのみを燃料として燃焼し、燃焼により発生した熱
で蒸気を発生させるバイオマス燃焼ボイラであって、ボイラの火炉上部には燃焼により発
生した熱を蒸気に伝える伝熱管が設けられており、ボイラの火炉底部にはボトムホッパを
有し、ボイラの火炉下部には石炭とバイオマス、またはバイオマスを燃焼させる多段のバ
ーナが設置され、前記多段のバーナの最下段バーナよりも低い位置の火炉壁面に開口部を
設け、流体を噴霧する噴射口を備えた流体噴霧装置を前記開口部から火炉内へ挿入可能に
設置し、前記流体噴霧装置から火炉の底部のボトムホッパに向けて流体を噴霧するように
構成したことを特徴とするバイオマス燃焼ボイラ。
【請求項２】
　請求項１に記載のバイオマス燃焼ボイラにおいて、
　前記流体噴霧装置には、流体を供給すると共に火炉内に該流体を噴霧するチューブが設
置され、前記チューブに流体を火炉内に噴霧する流体の噴射口が形成されており、前記流
体噴霧装置は前記開口部から火炉内に前記チューブを挿入できるように移動可能に構成さ
れ、更に前記チューブは噴射口の位置と方向を変えられるようにこの挿入方向を中心軸に
して回転可能に構成されていることを特徴とするバイオマス燃焼ボイラ。
【請求項３】
　請求項１に記載のバイオマス燃焼ボイラにおいて、
　前記流体噴霧装置から噴霧する流体は、蒸気または空気の不燃流体を使用することを特
徴とするバイオマス燃焼ボイラ。
【請求項４】
　請求項１に記載のバイオマス燃焼ボイラにおいて、
　前記流体噴霧装置は、噴霧する流体の圧力を検出する圧力検出器と、噴霧する流体の圧
力および流量を調整可能な調整弁と、前記圧力検出器で検出した流体の圧力値に基づいて
前記調整弁の開度を調節する制御装置を備えていることを特徴とするバイオマス燃焼ボイ
ラ。
【請求項５】
　請求項１に記載のバイオマス燃焼ボイラにおいて、
　ボイラの火炉上部には前記伝熱管の近くに伝熱管表面の付着物を除去するスートブロア
が設置されており、前記流体噴霧装置は前記スートブロアが稼動した後で、バイオマス燃
焼ボイラの負荷が変化した後に、該流体噴霧装置に備えた流体を噴霧するチューブを開口
部から火炉内に挿入して火炉内に流体を噴霧する操作を行うように構成したことを特徴と
するバイオマス燃焼ボイラ。
【請求項６】
　請求項１に記載のバイオマス燃焼ボイラにおいて、
　前記流体噴霧装置から噴霧する流体は、燃料となる可燃流体と空気を使用することを特
徴とするバイオマス燃焼ボイラ。
【請求項７】
　請求項１に記載のバイオマス燃焼ボイラにおいて、
　火炉の底部の前記ボトムホッパの上端から下端までの水平距離をＤ、前記ボトムホッパ
の上端から前記開口部までの水平距離をｄとすると、前記開口部の設置位置を、０．４Ｄ
＜ｄ＜Ｄの範囲となるように設定したことを特徴とするバイオマス燃焼ボイラ。
【請求項８】
　請求項７に記載のバイオマス燃焼ボイラにおいて、
　火炉の底部の前記ボトムホッパ斜面から前記開口部１３までの距離をａとすると、前記
開口部の設置位置ａを、０＜ａ＜３ｍの範囲に設定したことを特徴とするバイオマス燃焼
ボイラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、バイオマス燃料を燃焼させるバイオマス燃焼ボイラ、及び微粉炭とバイオマ
スを混合燃焼させるバイオマス燃焼ボイラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　産業用ボイラ、事業用ボイラ、各種タービンなど、燃焼によりエネルギーを生産する装
置においては、燃料として石炭や重油等の化石燃料が用いられることが多い。近年、地球
温暖化の観点からＣＯ２排出量の削減が推進されているため、ＣＯ２を多く排出し、地球
温暖化を促進する化石燃料は、地球環境保全の見地からその使用が規制されつつある。
【０００３】
　そのため、化石燃料の代替として、バイオマスの利用促進が図られている。バイオマス
には、木質系、草木系、汚泥系等の分類があり、クリーンかつ再生利用可能な炭素質資源
である。このバイオマスを燃料化処理することで、エネルギー源又は工業原料として有効
に利用することができる。
【０００４】
　バイオマス燃料は、乾燥により着火性、燃焼性が格段に向上するが、石炭のような脆性
材料でないために、石炭と比較して微粒化、微粉化が困難である。従来の石炭燃焼装置で
使用している微粉炭の平均粒径は数十μｍであるのに対し、バイオマス燃料は、石炭を微
粉化する粉砕装置と同等以上の粉砕能力を持つ装置を用いても、微粉化の程度は平均粒径
が１ｍｍ程度である。
【０００５】
　従って、バイオマスそれ自体は、乾燥すれば着火性、燃焼性は十分に良いが、粒径が大
きいため、燃料として燃焼装置に大量に供給する場合には、石炭粒子に比べて着火性が悪
くなる。そのため、燃焼炉内でバイオマス燃料の未燃分が増加し、炉内のＣＯ、ＮＯｘ濃
度が高くなるという問題が生じる。
【０００６】
　また、バイオマス燃料は粒径が大きいため、燃焼炉に供給された後、浮遊できずに落下
する。このバイオマスの火炉底部への落下のため、燃焼効率が低下するという問題が生じ
る。
【０００７】
　バイオマス燃料の未燃分および落下を防ぐために、これまでに多くの方法が提案されて
いる。
【０００８】
　例えば、特開２００７－１０１１３５号公報に開示された技術では、バイオマスを燃焼
するバーナを、微粉炭を燃焼するバーナよりも上方に配置し、微粉炭バーナの火炎の吹き
上がりを利用してバイオマス燃料の炉内の浮遊時間を長くしている。
【０００９】
　浮遊時間の延長により、大粒径のバイオマス燃料でも火炉底部まで降下した時には完全
に灰になっているのが理想であるが、完全に燃え尽きて灰になるのは粒度が３～５ｍｍ未
満である。これ以上の粒子は、揮発分、水分を放出し、一部固定炭素分の燃焼も起こるが
、かなりの割合の未燃分が火炉底部に落下し、ボトムホッパに堆積する。
【００１０】
　ボイラ通常運転では、火炉底部の温度が低く、堆積したバイオマス燃料は燃焼しきれな
い。このため、ボトムホッパへのバイオマス未燃分の堆積量は時間と共に増加する。ボイ
ラ機器の異常によって炉内のガス濃度分布や温度の変動が生じた場合、堆積した大量のバ
イオマス未燃分は急激に燃焼を開始し、火炉底部の熱負荷の上昇によって炉壁破損に至る
可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
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【特許文献１】特開２００７－１０１１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　前記特開２００７－１０１１３５号公報に記載した微粉炭とバイオマスを混合燃焼させ
るバイオマス燃焼ボイラや、バイオマス燃料を燃焼させるバイオマス燃焼ボイラでは、バ
イオマス燃料の利用を促進するためにバイオマス燃料のボイラ火炉への供給量を増やす必
要がある。
【００１３】
　しかしながら、上記バイオマス燃焼ボイラではバイオマス燃料の供給量を増やすと、ボ
イラ火炉のボトムホッパにバイオマス未燃分が大量に堆積することが避けられない。そし
てボイラ機器に何らかの異常に起因して火炉内のガス濃度分布や温度の変動が生じ、ボト
ムホッパに堆積した大量のバイオマス未燃分が急激に燃焼した場合には、火炉底部の熱負
荷の上昇によって炉壁破損に至る可能性がある。
【００１４】
　本発明の目的は、燃料としてバイオマス燃料を燃焼させる場合に、バイオマス燃焼ボイ
ラの火炉のボトムホッパに堆積したバイオマス未燃分を減少させて、ボイラの安全性と燃
焼効率を共に向上させるバイオマス燃焼ボイラを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明のバイオマス燃焼ボイラは、石炭とバイオマス、またはバイオマスのみを燃料と
して燃焼し、燃焼により発生した熱で蒸気を発生させるバイオマス燃焼ボイラであって、
ボイラの火炉上部には燃焼により発生した熱を蒸気に伝える伝熱管が設けられており、ボ
イラの火炉底部にはボトムホッパを有し、ボイラの火炉下部には石炭とバイオマス、また
はバイオマスを燃焼させる多段のバーナが設置され、前記多段のバーナの最下段バーナよ
りも低い位置の火炉壁面に開口部を設け、流体を噴霧する噴射口を備えた流体噴霧装置を
前記開口部から火炉内へ挿入可能に設置し、前記流体噴霧装置から火炉の底部のボトムホ
ッパに向けて不燃性の流体を噴霧するように構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、燃料としてバイオマス燃料を燃焼させる場合に、バイオマス燃焼ボイ
ラの火炉のボトムホッパに堆積したバイオマス未燃分を効果的に減少させて、ボイラの安
全性と燃焼効率を共に向上させたバイオマス燃焼ボイラを実現することできる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施例であるバイオマス燃焼ボイラの概略構成を示す全体図。
【図２】図１に記載した実施例のバイオマス燃焼ボイラに用いられる流体噴霧装置に備え
られた不燃性流体を噴霧するチューブを示す概略図。
【図３】図１に記載した本実施例のバイオマス燃焼ボイラに用いられる流体噴霧装置を火
炉に対して挿入させる状況を示す概略図。
【図４】図１に記載した本実施例のバイオマス燃焼ボイラの火炉底部の部分を示す概略図
。
【図５】本発明が適用されるバイオマス燃焼ボイラのボトムホッパ上端位置における固体
燃料の分布状況を示す固体燃料分布図。
【図６】本発明の第２実施例であるバイオマス燃焼ボイラに用いられる流体噴霧装置に備
えられた可燃性流体を噴霧するチューブを示す概略図。
【図７】図６に示した実施例のバイオマス燃焼ボイラの火炉底部における流体噴霧装置の
運転方法を示す概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　次に本発明の実施例であるバイオマス燃焼ボイラについて図面を参照して以下に説明す
る。
【実施例１】
【００１９】
　図１を用いて本発明の第１実施例であるバイオマス燃焼ボイラについて説明する。
【００２０】
　図１に示したように、本実施例のバイオマス燃焼ボイラにおいて、ボイラ本体は火炉１
と、火炉１に続く後部伝熱面２とから主に構成されている。火炉１の上部から後部伝熱面
２にかけて、過熱器、再熱器、節炭器に該当する伝熱管群５が設置されている。伝熱管群
５の周囲には、ボイラ運転中に伝熱管群５に付着した灰を除去するためにスートブロア１
４が備えられている。
【００２１】
　火炉１の下部の火炉壁面には複数段に亘って微粉炭を燃焼させる微粉炭バーナ３と、燃
料としてのバイオマス燃料を燃焼させるバイオマスバーナ４とがそれぞれ設置されており
、石炭やバイオマスなどの固体燃料が、燃焼用空気供給手段６から供給される燃焼用空気
とともに微粉炭バーナ３、またはバイオマスバーナ４から火炉１内に噴射されて該火炉１
の内部にて燃焼する。
【００２２】
　そして、火炉１内で石炭やバイオマスなどの固体燃料を燃焼させることによって生成さ
れた燃焼ガスは、火炉１から後部伝熱面２を通過する途中で伝熱管群５と熱交換し、これ
らの伝熱管群５を流下した後に排ガスダクト７を通ってボイラから流下し、下流の排ガス
処理設備で排ガス処理された後に大気中に放出される。
【００２３】
　また、前記伝熱管群５での熱交換によって発生した高温の蒸気は図示していない蒸気タ
ービンに供給されて該蒸気タービンを駆動する。
【００２４】
　前記微粉炭炊きボイラ装置の火炉１に設置された微粉炭バーナ３に供給される微粉炭は
、石炭バンカ８から搬送された石炭を石炭ミル９で粉砕して作る。また、火炉１に設置さ
れたバイオマスバーナ３に供給されるバイオマスは、バイオマスバンカ１０から搬送され
たバイオマスをバイオマスミル１１で粉砕して作られる。
【００２５】
　本実施例のバイオマス燃焼ボイラは、石炭とバイオマスを混合燃焼させるバイオマス燃
焼ボイラに限るものではなく、バイオマスのみを火炉内へ供給して燃焼させるバイオマス
専焼ボイラにも適用可能である。
【００２６】
　本実施例のバイオマス燃焼ボイラでは、火炉１に設置した微粉炭バーナ３よりも低い火
炉壁面の位置に、流体噴霧装置１２を火炉１内に挿入するための複数の開口部１３がそれ
ぞれ設けられている。
【００２７】
　燃料として使用する石炭は石炭バンカ８から石炭ミル９に供給され、数十～数百μｍの
粒径に粉砕された後に火炉１の壁面に設置した微粉炭バーナ３から火炉１内に供給されて
燃焼する。一方、バイオマス燃料は、バイオマスバンカ１０からバイオマスミル１１に供
給され、数十ｍｍ以下の粒径に粉砕され、火炉１の壁面に設置したバイオマスバーナ４か
ら火炉１に供給されて燃焼する。
【００２８】
　ここでは、バイオマスを単独で粉砕するバイオマスミル１１を用いる場合についてのみ
説明するが、石炭とバイオマスを混合粉砕する石炭・バイオマス混合ミルを用いてもよい
。また、石炭ミル９、バイオマスミル１１、石炭・バイオマス混合ミルは、それぞれ複数
台使用しても構わない。
【００２９】
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　バイオマスバーナ４から火炉１に供給されたバイオマスの内、小粒径のものは火炉内の
燃焼ガスで吹き上げられて、排ガスダクト７から火炉外へ排出される。
【００３０】
　一方、大粒径のバイオマスは、バイオマスバーナ４から火炉１内に噴出した後に落下し
、火炉１の底部のボトムホッパ１５に達する。落下中のバイオマスは、微粉炭および小粒
径バイオマスの燃焼火炎や輻射熱により燃焼されるため、一部はボトムホッパ１５に達す
るまでに完全に燃え尽きて灰となるが、残りはバイオマス未燃分１６としてボトムホッパ
１５に堆積する。
【００３１】
　ボトムホッパ１５へ堆積したバイオマス未燃分１６は、火炉１の壁面に形成した開口部
１３から火炉１の内部に挿入される流体噴霧装置１２によって除去する。ボトムホッパ１
５に堆積したバイオマス未燃分１６の除去方法については、図２、図３を用いて説明する
。
【００３２】
　図２、図３において、本実施例のバイオマス燃焼ボイラに設置された流体噴霧装置１２
は、内部を流体が流れるチューブ１７と、流体を噴霧する噴射口１８と、前記チューブ１
７を回転、かつ挿入方向に沿って前後に移動させる駆動装置（図示せず）から構成されて
いる。
【００３３】
　また、流体噴霧装置１２には、噴射口１８から噴霧される流体の圧力および流量を調整
可能な圧力調整機構を構成する圧力検出器１９と、この圧力検出器１９によって検出した
流体の圧力および流量を入力して噴射口１８から噴霧する流体の圧力および流量を演算し
、この演算した流体の圧力および流量の指令信号を圧力調整弁２０に出力する圧力調整弁
制御装置２１と、この力調整弁制御装置２１によって操作される前記圧力調整弁２０とが
備えられている。
【００３４】
　上記の流体噴霧装置１２は、従来の微粉炭ボイラで使用されるスートブロア１４と類似
の構造であり、スートブロア１４を転用して改造してもよい。
【００３５】
　流体噴霧装置１２のチューブ１７から噴霧する流体は、蒸気、空気、その他の不燃性流
体、あるいはこれら複数の流体の混合流体を用いる。流体噴霧装置１２を構成するチュー
ブ１７を流れる流体はチューブ１７に形成した噴射口１８から、火炉１の底部のボトムホ
ッパ１５に向けて噴射され、このボトムホッパ１５に堆積したバイオマス未燃分１６を火
炉１内で燃焼させて除去する。
【００３６】
　即ち、前記流体噴霧装置１２のチューブ１７から火炉１の底部のボトムホッパ１５に向
けて不燃性の流体を噴霧することによって、火炉１の底部のボトムホッパ１５に堆積した
バイオマス未燃分１６は温度の高い火炉１内の上方へ吹き上げられ、バイオマス未燃分１
６の燃焼が促進される。
【００３７】
　図３は、図１の実施例であるバイオマス燃焼ボイラに用いられる流体噴霧装置１２の構
成とその操作の状況について説明するものであり、火炉１への流体噴霧装置１２のチュー
ブ１７を、火炉１内部に挿入した状態を示す斜視図である。
【００３８】
　図３に示した本実施例のバイオマス燃焼ボイラでは、火炉１の壁面を構成する左右の火
炉壁に形成した開口部１３の近傍に流体噴霧装置１２を夫々設置し、左右の火炉壁の両方
向から前記開口部１３を通じて流体噴霧装置１２を構成するチューブ１７を火炉１内にそ
れぞれ挿入する。
【００３９】
　前記流体噴霧装置１２は、チューブ１７に形成した噴射口１８がチューブ１７の軸を中
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心に回転できる構造になっており、火炉１の炉壁側から火炉１の中央部までを回転しなが
ら火炉１の中央へ移動する。そしてこのチューブ１７に形成した噴射口１８から不燃性の
流体を火炉１の底部のボトムホッパ１５に堆積したバイオマス未燃分１６に向けて噴射す
る。
【００４０】
　前記流体噴霧装置１２を複数設置する場合には、個々の流体噴霧装置１２がそれぞれ独
立に運転制御が可能となるように構成している。
【００４１】
　流体噴霧装置１２は、流体を噴射するチューブ１７を火炉１内に挿入して使用するため
、炉内の落下物が少ない時間帯にチューブ１７を挿入した方が、チューブ１７を破損する
可能性が低くなる。炉内の落下物が多くなるのは、スートブロア１４の運転中や、プラン
トの負荷変化中である。
【００４２】
　このため、本実施例の流体噴霧装置１２は、火炉１の上部に設置されているスートブロ
ア１４を運転されており、プラントの負荷変化が終了して、伝熱管群５への付着物が火炉
底部へ落下した後となる時間帯に、火炉１の火炉壁に形成した開口部１３を通じて流体噴
霧装置１２を操作して該流体噴霧装置１２のチューブ１７を火炉１内に挿入して、このチ
ューブ１７の噴射口１８から不燃性流体を火炉１底部のボトムホッパ１５に堆積したバイ
オマス未燃分１６に向けて噴射するように構成している。
【００４３】
　そしてチューブ１７の噴射口１８から不燃性の流体を噴射することによって、火炉１の
底部のボトムホッパ１５に堆積したバイオマス未燃分１６を温度の高い火炉上方に吹き上
げて、該バイオマス未燃分１６を燃焼させる。
【００４４】
　ところで、本実施例のバイオマス燃焼ボイラの流体噴霧装置１２を火炉１内に挿入する
ために、火炉１の壁面に設けられる前記開口部１３の好適な位置を設定するためのパラメ
ータを図４に示す。
【００４５】
　流体噴霧装置１２を挿入する前記開口部１３の位置は、図４に示す２つのパラメータａ
、及びパラメータｄを用いて表すことができる。パラメータａは火炉１の底部のボトムホ
ッパ１５の斜面から開口部１３までの距離、パラメータｄはボトムホッパ１５の上端から
開口部１３までの水平距離である。
【００４６】
　次に、バイオマス燃焼ボイラの火炉１内の燃焼解析より求めた固体燃料の落下量の分布
である固体燃料分布図を図５に示す。解析では、最大粒径が７ｍｍの固体粒子を火炉内へ
投入した場合を設定して解析を行った。
【００４７】
　図７の固体燃料分布図に示したように、火炉１の底部のボトムホッパ１５の上端から下
端までの水平距離をＤとすると、固体燃料の分布は火炉１の中央で高く、０．４＜ｄ／Ｄ
＜１．０の領域での固体燃料の落下は、固体燃料の全落下量の８０％以上となることが数
値解析から分かった。
【００４８】
　このことから、本実施例のバイオマス燃焼ボイラにおいては、流体噴霧装置１２を挿入
するために火炉１の壁面に設ける前記開口部１３の位置ｄが、０．４Ｄ＜ｄ＜Ｄの範囲に
設定されるように設置し、火炉１の底部のボトムホッパ１５に堆積したバイオマス未燃分
１６の除去効果を高めたバイオマス燃焼ボイラの運転を実施する。
【００４９】
　流体噴霧装置１２はスートブロア１４と類似の装置であるため、流体噴霧装置１２を用
いてバイオマス未燃分１６を除去できる範囲は、噴射口１８からせいぜい半径３ｍ以内だ
と推定する。このことから、前記開口部１３のボトムホッパ１５斜面からの距離ａは、０
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＜ａ＜３ｍに設定することが望ましい。
【００５０】
　以上説明した様に、本実施例によれば、燃料としてバイオマス燃料を燃焼させる場合に
、バイオマス燃焼ボイラの火炉のボトムホッパに堆積したバイオマス未燃分を減少させて
、ボイラの安全性と燃焼効率を共に向上させたバイオマス燃焼ボイラが実現できる。
【実施例２】
【００５１】
　次に　本発明の第２実施例であるバイオマス燃焼ボイラについて図６及び図７を用いて
説明する。
【００５２】
　本実施例のバイオマス燃焼ボイラは、図１乃至図３に示した先の実施例のバイオマス燃
焼ボイラと基本的な構成は同じであるので、両者に共通した構成の説明は省略し、相違す
る構成についてのみ説明する。
【００５３】
　図６は、本実施例であるバイオマス燃焼ボイラに設置された流体噴霧装置１２に用いる
チューブ１７の構造である。本実施例では、噴霧流体装置１２の噴霧媒体として油やガス
などの可燃性流体を用いる。チューブ１７内の流路は２つに分かれており、可燃性流体は
チューブ１７の内側の流路（流路１）を流れる。
【００５４】
　流路１の外側に位置する流路２には空気を流して、内側の流路１の温度が高くなるのを
防いでいる。チューブ１７を流れる２種類の流体は、噴射口１８から火炉１底部のボトム
ホッパ１５に堆積したバイオマス未燃分１６に向けて噴霧される。
【００５５】
　前記噴霧流体装置１２のチューブ１７から高温の火炉１内に噴霧された可燃性流体は火
炉１内で燃焼し、その燃焼火炎による熱によって火炉１底部のボトムホッパ１５に堆積し
たバイオマス未燃分１６を燃焼させる。
【００５６】
　本実施例のバイオマス燃焼ボイラにおいて、噴霧流体装置１２のチューブ１７から火炉
１内に噴霧される好適な流体の噴霧形態を図７に示す。火炉１の火炉壁に形成した開口部
１３はボトムホッパ１５の下端に近い位置に設ける。噴霧流体装置１２のチューブ１７は
、噴射口１８をボトムホッパ１５の傾斜に対して平行な方向（図５の矢印の方向）に向け
た状態で火炉１内に挿入されるが、火炉１内に挿入された後に、噴霧流体装置１２のチュ
ーブ１７は回転させずに、チューブ１７の噴射口１８の向きを固定したまま前記チューブ
１７を火炉１内に移動して挿入する。
【００５７】
　噴霧流体装置１２のチューブ１７に形成した噴射口１８から、丁度、図５に矢印２５と
して示したように、火炉１底部のボトムホッパ１５に堆積したバイオマス未燃分１６に向
けて噴霧した可燃性流体によって形成される燃焼火炎は、火炉１の炉壁と接触することな
くボトムホッパ１５に堆積したバイオマス未燃分１６を燃焼させる。
【００５８】
　以上説明した様に、本実施例によっても、燃料としてバイオマス燃料を燃焼させる場合
に、バイオマス燃焼ボイラの火炉のボトムホッパに堆積したバイオマス未燃分を減少させ
て、ボイラの安全性と燃焼効率を共に向上させたバイオマス燃焼ボイラが実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、バイオマス燃料を燃焼させるバイオマス燃焼ボイラ、及び微粉炭とバイオマ
スを混合燃焼させるバイオマス燃焼ボイラに適用可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１：火炉、２：後部伝熱面、 ３：微粉炭バーナ、４：バイオマスバーナ、５：伝熱管
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群、７：排ガスダクト、８：石炭バンカ、９　石炭ミル、１０：バイオマスバンカ、１１
：バイオマスミル、１２：流体噴霧装置、１３：開口部、１４：スートブロア、１５：ボ
トムホッパ、１６：バイオマス未燃分、１７：チューブ、１８：噴射口、１９：燃料供給
管、２０：圧力検出器、２１：圧力調整弁、２２：圧力調整弁制御装置。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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